
個人事業主の書類保存
期間とその重要性 �

個人事業主が書類を保存するべき理
由

書類保存が必要な4つの理由

正確な確定申告のため

過去の取引記録が次年度以降の申告に役立つ。

ミスを防ぎ、税務署への提出書類を正確に作成
できる。

税務調査への対応のため

税務署からの問い合わせや調査に備えるため、
帳簿や領収書が必要。

書類がない場合、経費として認められず追徴課
税のリスクがある。

経営状況の把握・分析のため

売上や経費のデータを基に経営判断や資金繰り
改善が可能。

過去のデータが事業の成長に役立つ。

法律で義務付けられているため

所得税法や消費税法で帳簿書類の保存が義務化
されている。

違反するとペナルティが課される可能性があ
る。

所得税における書類保存期間

青色申告者の場合の保存期間

原則7年保存

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買
掛帳、経費帳、固定資産台帳など。

決算関係書類（損益計算書、貸借対照表、棚卸
表など）。

領収書、預金通帳、小切手控、借用証など（※
前々年所得300万円以下の場合は5年）。

5年保存の書類
請求書、見積書、契約書、納品書、送り状な
ど。

保存期間の起算日

確定申告期限の翌日から数え始める。

例: 2024年分の確定申告期限は2025年3月17日 
→ 起算日は2025年3月18日。

白色申告者の場合の保存期間

原則5年保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿。

決算関係書類（棚卸表など）。

請求書、見積書、契約書、納品書、領収書、送
り状など。

例外的に7年保存が必要な帳簿
法定帳簿（収入金額や必要経費を記載した帳
簿）。

保存期間の起算日
青色申告と同様に確定申告期限の翌日から数え
始める。

青色申告と白色申告の保存期間の比
較

保存期間の早わかり表

帳簿（法定帳簿）
青色申告: 7年

白色申告: 7年

決算関係書類
青色申告: 7年

白色申告: 5年

領収書・預金通帳など（現金預金取引等関係書
類）

青色申告: 7年（※前々年所得300万円以下は5
年）

白色申告: 5年

請求書・見積書など（その他の書類）
青色申告: 5年

白色申告: 5年

消費税における書類保存期間

課税事業者の保存義務

仕入税額控除の適用に必要な書類

課税仕入れ等の事実を記載した帳簿。

適格請求書（インボイス）やそれに類する書
類。

保存期間は7年間。

インボイス発行事業者の保存義務
交付した適格請求書の写しも7年間保存が必
要。

保存期間の起算日

所得税とは異なる起算日

課税期間の末日の翌日から2ヶ月後が起算日。

例: 課税期間が2024年1月1日～12月31日 → 起算
日は2025年3月1日。

保存期間の具体例
7年保存: 2025年3月1日 ～ 2032年2月28日ま
で。

まとめ

基本の保存期間
青色申告: 7年または5年

白色申告: 5年（一部7年）

消費税課税事業者の保存義務

仕入税額控除関連書類は7年保存。

インボイス発行事業者は請求書の写しも7年保
存。

起算日の違いに注意
所得税と消費税で異なるため、長い期間に合わ
せるのが安全。

書類保存は事業の発展に不可欠
法律を守り、事業を守るために適切な管理を行
うことが重要。


